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第１１号議案 

「品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関 

する条例の一部を改正する条例」について 

 

１ 改正の理由 

個人番号の利用や特定個人情報の提供を行うことができるのは、「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。

以下「番号利用法」という。）」に基づくことが原則であるが、番号利用法第９条第２項お

よび番号利用法第１９条第１1号に基づき、条例で定めることにより、区独自の個人番号

の利用および情報提供ができることとなっている。 

今回、番号利用法の一部が改正予定であること及び区独自事務として個人番号を

利用することができる事務の終了があったことから、必要な改正を行う。 

 

２ 主な改正内容 

（1）番号利用法改正にともなう規定整備 

不測の事態に迅速に対応するため、番号利用法の別表第二（他機関・自治体等に特

定個人情報を照会することができる事務およびその情報を規定）の規定は、主務省令

の規定へ委任となる予定である。 

これにともない、条例において番号利用法別表第二を引用している条文について、

改正の必要が生じたため、規定整備を行う。 

① 特定個人番号利用事務を定義 

改正番号利用法第19条第８項に規定する特定個人番号利用事務を条例で定義し、

引用する。 

② 利用特定個人情報を定義 

改正番号利用法第19条第８項に規定する利用特定個人情報を条例で定義し、引用

する。 

 

（2）個人番号を利用することができる区独自利用事務のシステム連携の終了 

① 心身障害者福祉タクシーの供給に係る乗車料金の助成に関する事務および心身障

害者の日常生活のために必要な自動車燃料費の助成に関する事務のシステム連携

の終了 

当該事務の無償化により、生活保護情報、地方税情報との連携が不要となったた

め、条例別表第１および別表第２の該当箇所を欠番扱い（表記上は「削除」）とする。 

② 多子家庭学校給食費補助金の交付に関する事務の終了 

給食費の無償化により、当該事務が廃止され、生活保護情報、地方税情報との連

携が不要となったため、条例別表第１および別表第３の該当箇所を削除とする。 
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３ 施行期日（附則関係） 

番号利用法の一部を改正する法律の施行の日または条例の公布の日のいずれか遅

い日から施行する。 

ただし、別表第1、別表第2および別表第３の改正規定は令和６年４月1日から施行す

る。 

 

 

【参考】 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（抄） 

 

別表第一（第九条関係） 

十六 都道府県知事

又は市町村長 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ

く条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別

法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一

年法律第四号）による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業

税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税

に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって

主務省令で定めるもの 

 

別表第二（第十九条、第二十一条関係） 

情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報 

二十七  

市町村長 

地方税法その他の

地方税に関する法

律及びこれらの法

律に基づく条例又

は森林環境税及

び森林環境譲与

税に関する法律に

よる地方税又は森

林環境税の賦課

徴収に関する事務

であって主務省令

で定めるもの 

医療保険者又

は後期高齢者

医療広域連合 

医療保険給付関係情報であって主

務省令で定めるもの 

都道府県知事 障害者関係情報であって主務省令

で定めるもの 

都道府県知事

等 

生活保護関係情報であって主務省

令で定めるもの 

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情

報であって主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣

若しくは日本

年金機構又は

共済組合等 

年金給付関係情報であって主務省

令で定めるもの 

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって主務

省令で定めるもの 

内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情

報であって主務省令で定めるもの 
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品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関す

る条例 

○品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関す

る条例 

平成27年12月10日条例第59号 平成27年12月10日条例第59号 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１) 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 (１) 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

(２) 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 (２) 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

(３) 個人番号利用事務実施者 法第２条第12項に規定する個人番号利用

事務実施者をいう。 

(３) 個人番号利用事務実施者 法第２条第12項に規定する個人番号利用

事務実施者をいう。 

(４) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第14項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

(４) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第14項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

(５) 特定個人番号利用事務 法第19条第８号に規定する特定個人番号利

用事務をいう。 

(新設) 

(６) 利用特定個人情報 法第19条第８号に規定する利用特定個人情報を

いう。 

(新設) 

（個人番号の利用範囲） （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、別表第１の中欄に

掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の第２欄に掲げ

る執行機関が行う同表の第３欄に掲げる事務および区の執行機関が行う特

定個人番号利用事務とする。 

第４条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、別表第１の中欄に

掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の第２欄に掲げ

る執行機関が行う同表の第３欄に掲げる事務および区の執行機関が行う法

別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 

２ 別表第２の第２欄に掲げる執行機関は、同表の第３欄に掲げる事務を処

理するために必要な限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって

２ 別表第２の第２欄に掲げる執行機関は、同表の第３欄に掲げる事務を処

理するために必要な限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって
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改正後 改正前 

当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定

により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務

実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限

りでない。 

当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定

により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務

実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限

りでない。 

３ 区の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、

利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することが

できる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用

して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受け

ることができる場合は、この限りでない。 

３ 区の執行機関は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必

要な限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が

保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提

供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該

特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、法令ま

たは他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の

内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提

出があったものとみなす。 

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、法令ま

たは他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の

内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提

出があったものとみなす。 

附  則  (新設) 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第48号）の施行の日ま

たはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第１、

別表第２および別表第３の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

  

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 番号 執行機関 事務   番号 執行機関 事務  

 19 削除    19 区長 心身障害者福祉タクシーの供給に係る乗車料金

の助成に関する事務であって規則で定めるもの

（以下「心身障害者福祉タクシー乗車料金助成

事務」という。） 

 

 20 削除    20 区長 心身障害者の日常生活のために必要な自動車燃

料費の助成に関する事務であって規則で定める

もの（以下「心身障害者自動車燃料費助成事務」

という。） 

 



3/3 

改正後 改正前 

 削除     25 教育委員会 多子家庭学校給食費補助金の交付に関する事務

であって規則で定めるもの（以下「多子家庭学

校給食費補助金交付事務」という。） 

 

  

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 番号 執行機関 事務 特定個人情報   番号 執行機関 事務 特定個人情報  

 26 削除     26 区長 心身障害者福祉タク

シー乗車料金助成事

務 

生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

 

    地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

 

 27 削除     27 区長 心身障害者自動車燃

料費助成事務 

生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

 

    地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

 

  

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 

 番号 情報照会

機関 

事務 情報提供

機関 

特定個人情報   番号 情報照会

機関 

事務 情報提供

機関 

特定個人情報  

 削除       ３ 教育委員

会 

多子家庭学校給食費

補助金交付事務 

区長 生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの 

 

    地方税関係情報であ

って規則で定めるも

の 

 

 


